
新制度未移行幼稚園における
「副食材料費実費徴収に係る補足給付事業」の実施について

こ ど も 未 来 部

保 育 ・ 幼 稚 園 課

令和元年７月17日 臨時部長会議 １



１幼児教育・保育の無償化（令和元年10月実施）の対象者・対象範囲等

対象者 無償化対象範囲等 備 考

３歳～５歳

【２号認定子ども】

• 共働き家庭
• シングルで働いている
家庭など

幼稚園、保育所、認定こども園、
地域型保育事業、企業主導型保育事業

利用料を無償化
（幼稚園は月額2.57万円まで）

幼稚園の預かり保育
幼稚園利用に加え、月額1.13万円
までの範囲で無償化 （注１）

認可外保育施設
（都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要。但し、基準を
満たしていない場合でも無償化の対象とする５年間の猶予期間を設ける）（注２） 月額3.7万円までの範囲で無償化

（注３）

一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業 （注２）

３歳～５歳

【１号認定子ども】

・専業主婦(夫)家庭など

幼稚園、認定こども園 月額2.57万円までの範囲で無償化

０歳～２歳
住民税非課税世帯に属し、保育の必要性の認定を受けた子ども（３号認定子ども）に限り、３歳から５歳児までと
同様の考え方により無償化の対象となる。この場合、認可外保育施設等の利用は、月額4.2万円まで無償。

• （注１） 幼稚園の預かり保育を利用している場合、幼稚園保育料無償化上限額（2.57万円）と合わせると月額3.7万円まで無償となる。

• （注２） 認可外保育施設等を利用する場合、対象者は保育の必要性があると認定された子どもであって、かつ、認可保育所や認定こども園を
利用していない子どもとする。

• （注３） 認可外保育施設等の利用料は、基本的に自由価格となっていることを踏まえ、利用者間の公平性の観点から、無償化措置に一定の上限
を設ける。

２

保育の必要性の認定
を 受 け た 子 ど も

上欄以外の子ども



２ 副食材料費の取扱いについて ＊令和元年５月30日 内閣府 幼児教育・保育無償化に関する都道府県説明会資料 抜粋 ３

＊３号認定子ども 保育の必要性の認定を受けた３歳未満子ども



３ 副 食 材 料 費 の 保 護 者 負 担 免 除 の 取 扱 い に つ い て ４

※2 第３子以降のカウント方法は、施設により異なる。

取 扱 備 考

保護者負担免除（月額4,500円） 法定事項

保護者負担（園による実費徴収） 法定事項

「地域子ども・子育て支援事業」の
実費徴収に係る補足給付事業（国等
の交付金事業）により月額4,500円を
上限に保護者負担免除（※3）

上記によらない場合は、保護者負担
（園による実費徴収）

保護者負担（園による実費徴収）

市の決定事項

上記以外の子ども

＜新制度未移行施設＞

幼稚園利用の子ども

年収360万円未満相当世帯

及び第３子（※2）以降の

対象者 区分

＜新制度移行施設＞

保育所、認定こども園、幼稚園及び地域

型保育事業の１号・２号認定の子ども

年収360万円未満相当世帯

及び第３子（※2）以降の

上記以外の子ども

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、「副食材料費（※1）」の保護者負担免除の取扱いが、子ど
も・子育て支援新制度移行幼稚園等と新制度未移行幼稚園とで異なるものとなる。

※1 主食費、人件費、光熱水費等は除く。（ミルク、おやつを含む。）

※新制度移行施設：主に人件費と管理費を国、県、市
が負担。保育料は市が決めた額を園が徴収し運営。

※新制度未移行施設：県からの私学助成金と、園が決
めた保育料で運営。

子ども

※3 園において給食を実施している場合が対象。（外部搬入も対象。）

子ども



４新制度未移行幼稚園に係る保護者負担免除の取扱いについて ５

新制度移行の保育所、認定こども園、幼稚園等の負担免除者との公平の観点から、新制度に移行し

５事業費の見込み（令和元年度）

※令和２年度以降の市負担額は約9,000千円

（単位：千円）

※【参考】新制度移行幼稚園等の負担免除分（副食費加算分）について、令和元年度は全額国が負担。
令和２年度以降の市負担額は、約5,500千円（国1/2、県１/4、市1/4の割合 対象者約470人）

ていない幼稚園の同条件利用者についても副食材料費実費徴収に係る補足給付事業（国等の交付金事

業）として月額4,500円を上限に支援を行うこととする。

国（1/３） 県（１/３） 市（１/３）

13,500 4,500 4,500 4,500 対象者約500人（市内対象園16園）×上限額4,500円×６月

事業費

財源

備考



６６ 今後のスケジュール

幼稚園及び園児保護者への周知、申請書類の配付・取りまとめ

９月市議会定例会 補正予算議案提出

令和元年８月下旬～

令和元年10月１日～ 事業実施
※実施方法（給付方法等）は検討中

年月日 内容

令和元年７月17日 部長会議

令和元年７月22日 政策説明会


